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福知山都市計画地区計画の変更(福知山市決定) 

 

 福知山駅周辺・駅南地区計画を次のように変更する。 

名    称 福知山駅周辺・駅南地区計画 

位    置 
福知山市字篠尾、末広町一丁目、末広町二丁目、末広町四丁目、末広町五丁目、駅前町、駅南町一丁目、駅南町二丁

目、駅南町三丁目、東羽合町、広峯町、南岡町、旭が丘、夕陽が丘及び字正明寺の各一部 

面    積 約８９．８ha  

地 

区 

の 

整 

備 

・ 

開 

発 

及 

び 

保 

全 

の 

方 

針 

地区計画の 

目     標 

本地区は、福知山市の中心に位置し都心エリアとなっているが、鉄道や駅舎により南北に分断されて

きた。しかし、福知山駅付近連続立体交差事業とそれに合わせた福知山駅周辺及び駅南の土地区画整

理事業による開発が進んでいく中で、事業施行後の駅周辺地区を一体化し市街化を計画的にコントロー

ルする必要がある。 

当地区については商業業務・情報・文化・交流機能等を誘導し、広域的な都市機能の集積を図り、北

近畿の中核都市にふさわしい都市拠点づくりをめざすとともに、鉄道高架化による駅を中心とした南北の

連携強化や東西方向にも必要な地区施設の整備を行い、良好な市街地形成を図ることを本地区計画の

目標とする。 

土地利用の 

方     針 

本地区をＡ地区、Ｂ地区、Ｃ地区、Ｄ地区、Ｅ地区、Ｆ地区、Ｇ地区に区分する。 

＜Ａ地区＞ 

福知山駅周辺を福知山都心の核として、専用度の高い商業・業務施設を高密度に集積

し、安全で快適な都市空間のある健全で活力にあふれる高次都市環境を創出する。 

また、都市計画道路沿線に立地する建築物は、道路景観にも十分配慮する。 

＜Ｂ地区＞ 

良好な居住環境を保全しつつ、近隣の住民に対する利便を図るため、利便施設を立地

させ、豊かな生活空間のある健全で魅力的な都市環境を創出する。 

また、都市計画道路沿線には、道路景観にも十分配意した沿道サービス施設等を立地さ

せる。 

＜Ｃ地区＞ 

中心市街地に近隣する住宅地として、商業と生活環境の調和のとれた、ゆとりある居住環

境を創出する。 

＜Ｄ地区＞ 

商業と生活環境の調和のとれた市街地の形成を図り、ゆとりのある居住環境を創出する。 

＜Ｅ地区＞ 

中高層住宅の立地を図り、緑豊かで安らぎのある「市民の丘」を創出する。 

＜Ｆ地区＞ 

低層住宅の立地を図り、緑豊かで閑静な居住環境を創出する。 

＜Ｇ地区＞ 

   学校施設と調和した良好な居住環境の維持を図る。 
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地 

区 

の 

整 

備 

・ 

開 

発 

及 

び 

保 

全 

の 

方 

針 

地区施設の

整備方針 

本地区には、都市計画道路等の都市施設を骨格とした有効な土地利用を図るため、土

地区画整理事業により計画的に配置された区画街路や歩行者専用道路並びに近隣公

園、街区公園を活かして、適正かつ合理的な土地利用を図り、安全で快適な都市空間の

ある健全で活力あふれる魅力的な都市環境を創出する。 

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、それぞれの地区にふさわしい市街地の形成

が図られるよう、建築物等に関する整備の方針を次のように定める。 

＜Ａ地区＞ 

安全で快適な都市空間のある健全で活力あふれる商業業務地を創出するため、建築物等の

用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の形態又は意匠の制

限について定めるとともに、建築物の外壁の色彩は、周辺環境に配慮した落ち着きのある色調

とする。 

また、都市計画道路沿線に立地する建築物は、道路景観にも十分配慮した商業業務施設の

連続性を確保する。 

＜Ｂ地区＞ 

豊かな生活空間のある健全で魅力的な都市環境を創出するため、建築物等の用途の制限、

壁面の位置の制限、建築物の形態又は意匠の制限について定めるとともに、建築物の外壁の

色彩は、周辺環境に配慮した落ち着きのある色調とする。 

また、都市計画道路沿線には、道路景観にも十分配意した沿道サービス施設等を立地させ

る。 

＜Ｃ地区＞ 

商業と生活環境の調和を図りつつ、ゆとりのある居住環境を創出するため、壁面の位置の制

限、
・ ・

かき若しくは
・ ・

さくの構造の制限について定める。 

＜Ｄ地区＞ 

商業と生活環境の調和を図りつつ、ゆとりのある居住環境を創出するため、建築物の敷地面

積の最低限度、壁面の位置の制限、
・ ・

かき若しくは
・ ・

さくの構造の制限について定める。 

＜Ｅ地区＞ 

公営住宅などの中高層住宅を立地誘導し、緑豊かで安らぎのある「市民の丘」を創出するた

め、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、
・ ・

かき若しくは
・ ・

さくの構造の制限、建築物の形

態又は意匠の制限について定める。 

＜Ｆ地区＞ 

閑静な低層住宅地として、緑豊かなゆとりのある居住環境を創出するため、建築物の敷地面

積の最低限度、壁面の位置の制限、
・ ・

かき若しくは
・ ・

さくの構造の制限、建築物の形態又は意匠の制限

について定める。 

＜Ｇ地区＞ 

学校施設と生活環境の調和を図りつつ、ゆとりのある居住環境を創出するため、建築物等の

用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、
・ ・

かき若しくは
・ ・

さくの構造の制限を定める。 

 



＜駅周辺・駅南地区計画＞地区整備計画

地区の細区分 Ａ－１地区（商業地域） Ａ－２地区(商業地域) Ａ－３地区（商業地域） Ａ－４地区（商業地域） Ｂ－１地区（近隣商業地域） Ｂ－２地区（近隣商業地域）

地区の面
積

約６．５ha 約５．７ha 約１．８ha 約５．０ha 約３．２ha 約１４．０ha
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２００㎡ 　

　

　建築物の外壁、又はこ
れに代わる柱、若しくは
高さが地盤面より2.0mを
超える塀等の面から、都
市計画道路に接する道路
境界線までの距離は、高
架北側においては0.5m以
上とし、高架南側におい
ては1.0m以上とする。
（その他の道路は0.5m以
上とする。）ただし、
アーケード及び公共の用
に供する歩行者用立体通
路、階段その他これらに
類する公益上必要なもの
は除く。

　

　 　

　

建
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計
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建築物の延
べ面積の敷
地面積に対
する割合の

　

かき若し
くはさく
の構造の
制限

　

建築物の
敷地面積
の最低限
度

　

建築物等
の形態又
は意匠の
制限

　ｺﾐｭﾆﾃｨ道路1・2号線に
おいて、建築物に付属す
る張り出し看板について
は、道路境界線から0.5m
後退した区域には張り出
さないものとし、また、
1.0m後退した区域まで
は、高さ2.4m以上に設置
することとする。
　用途の制限の(2)にお
いて、間口10m未満の敷
地に事業所又は店舗が設
置出来ない面は、景観に
配慮した構造、色彩等を
備えた建築物とする。

壁面の位
置の制限

　建築物の外壁、又はこ
れに代わる柱、若しくは
高さが地盤面より2.0mを
超える塀等の面から、鉄
道高架部に接する道路
と、都市計画道路(駅前
広場は除く。)に接する
道路境界線までの距離は
0.5m以上とする。また、
建築物の外壁、又はこれ
に代わる柱、塀等の面か
らｺﾐｭﾆﾃｨ道路１・２号線
境界線までの距離は1.0
ｍ以上とする。ただし、
アーケード及び公共の用
に供する歩行者用立体通
路、階段その他これらに
類する公益上必要なもの
は除く。

  建築物の外壁、又はこ
れに代わる柱、若しくは
高さが地盤面より2.0mを
超える塀等の面から、都
市計画道路（駅前広場は
除く。）に接する道路境
界線までの距離は
1.0m(その他の道路は
0.5m）以上とする。ただ
し、アーケード及び公共
の用に供する歩行者用立
体通路、階段その他これ
らに類する公益上必要な
ものは除く。

　建築物の外壁、又はこ
れに代わる柱、若しくは
高さが地盤面より2.0mを
超える塀等の面から、都
市計画道路に接する道路
境界線までの距離は、高
架北側においては0.5m以
上とし、高架南側におい
ては1.0m以上とするが、
鉄道高架部はこの限りで
はない。（その他の道路
は0.5m以上とする。）

　　

(1)建築物の外壁や屋根
の色彩は、落ち着きのあ
るものとする。
(2)建築物に付属する張
り出し看板については、
道路境界線から張り出さ
ないものとし、高さ2.5m
以上に設置することとし
たうえで、建築物と一体
的なデザインで周囲の景
観と調和のとれたものと
する。
(3)日除けテントは、高
さ２．５ｍ未満の部分に
は設置せず、支柱も設け
ない。

(1)建築物の外壁や屋根
の色彩は、落ち着きのあ
るものとする。
(2)建築物に付属する張
り出し看板については、
道路境界線から張り出さ
ないものとし、高さ2.5m
以上に設置することとし
たうえで、建築物と一体
的なデザインで周囲の景
観と調和のとれたものと
する。
(3)日除けテントは、高
さ２．５ｍ未満の部分に
は設置せず、支柱も設け
ない。

　

　

　建築物の外壁、又は、
これに代わる柱、若しく
は、高さが地盤面より
2.0mを超える塀等の面か
ら、都市計画道路境界線
までの距離は1.0m(その
他の道路は0.5m)以上と
する。

　

　

建築物等
の用途の
制限

　 　次に掲げる建築物は建
築してはならない。ただ
し、土地区画整理事業の
施行に伴い、従前と同用
途、同規模で移転するも
のはこの限りではない。

　福知山中央線に面して
建築する建築物の内、一
階前面が事業所又は店舗
でないもの。

　次の各号に掲げる建築
物は建築してはならな
い。
(1)一戸建専用住宅
(2)都市計画道路とｺﾐｭﾆ
ﾃｨ道路１・２号線に面し
て建築する建築物の内、
１階前面が事業所又は店
舗でないもの。ただし、
両道路に面する間口10ｍ
未満の敷地においては、
片側のみ事業所又は店舗
でも建築可能とする。
(3)床面積の合計が15㎡
を超える畜舎

　次の各号に掲げる建築
物は建築してはならな
い。
(1)一戸建専用住宅
(2)都市計画道路に面し
て建築する建築物の内、
１階前面が事業所又は店
舗でないもの。
(3)床面積の合計が15㎡
を超える畜舎

　次の各号に掲げる建築
物は建築してはならな
い。
(1)自動車教習所
(2)床面積の合計が15㎡
を超える畜舎
(3)一戸建専用住宅

　次の各号に掲げる建築
物は建築してはならな
い。
(1)自動車教習所
(2)床面積の合計が15㎡
を超える畜舎
(3)一戸建専用住宅
(4)都市計画道路に面し
て建築する建築物の内、
１階前面が事業所又は店
舗でないもの。



地区の細区分
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建築物の延
べ面積の敷
地面積に対
する割合の

かき若し
くはさく
の構造の
制限

建築物の
敷地面積
の最低限
度

建築物等
の形態又
は意匠の
制限

壁面の位
置の制限

建築物等
の用途の
制限

Ｃ地区（第一種住居地域） Ｄ地区（第一種住居地域） Ｅ地区（第一種中高層住居専用地域） Ｆ地区（第一種低層住居専用地域） Ｇ地区（第一種住居地域）

約１２．４ha 約１０．９ha 約１２．４ha 約２．５ha 約１５．４ｈａ
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　次の各号に掲げる建築物は建築
してはならない。
（１）工場（建築基準法施行令第
１３０条の６に定めるものを除
く。）
（２）床面積の合計が１５㎡を超
える畜舎

　　　　１２０㎡
　ただし、現に建築物の敷地とし
て使用されている土地で当該規定
に適合しないもの、又は、現に存
する所有権その他の権利に基づい
て建築物の敷地として使用する場
合において、その全部を１つの敷
地として使用する場合を除く。

　建築物の外壁、又は、これに代
わる柱、若しくは高さが地盤面よ
り2.0mを超える塀等の面から、敷
地境界線までの距離は0.5m以上と
する。ただし、次の各号に掲げる
ものは、この限りでない。
①門
②付属建築物のうち、車庫、物置
の高さが地盤面より2.3m以下の部
分

　敷地境界線から、0.5m未満の位
置に設置するかき、さく又は塀の
高さは、地盤面より1.6m以下とす
る。ただし、生垣は除く。

　屋外広告物等は、次に
掲げる要件を満たすもの
以外は設置してはならな
い。ただし､市長が必要
と認めるものはこの限り
でない｡
①設置場所で営む自己の
業務用のもの。
②敷地境界線より後退し
て設置するもの。

　　　　１２０㎡
　ただし、現に建築物の
敷地として使用されてい
る土地で当該規定に適合
しないもの、又は、現に
存する所有権その他の権
利に基づいて建築物の敷
地として使用する場合に
おいて、その全部を１つ
の敷地として使用する場
合を除く。

　建築物の外壁、又は、
これに代わる柱、若しく
は高さが地盤面より2.0m
を超える塀等の面から、
敷地境界線までの距離は
0.5m以上とする。ただ
し、次の各号に掲げるも
のは、この限りでない。
①門
②付属建築物のうち、車
庫、物置の高さが地盤面
より2.3m以下の部分

　道路に面して設置する
かき、さく又は塀の形状
及び材料は、次の各号に
掲げるものとする。
①生垣
②透視可能なフェンスと
植栽を組み合わせたも
の。
③地盤面より高さ1.2m以
内の構造物

　道路に面して設置する
かき、さく又は塀の形状
及び材料は、次の各号に
掲げるものとする。
①生垣
②木塀、竹塀又は土塀
③透視可能なフェンスと
植栽を組み合わせたも
の。
④高さ60cm以下の石積等
に植栽を施したもの

　道路に面して設置する
かき、さく又は塀の形状
及び材料は、次の各号に
掲げるものとする。
①生垣
②木塀、竹塀又は土塀
③透視可能なフェンスと
植栽を組み合わせたも
の。
④高さ60cm以下の石積等
に植栽を施したもの

　敷地境界線から、1.0m
未満の位置に設置するか
き、さく又は塀の高さ
は、地盤面より1.6m以下
とする。ただし、生垣は
除く。

　　　　１２０㎡
　ただし、現に建築物の
敷地として使用されてい
る土地で当該規定に適合
しないもの、又は、現に
存する所有権その他の権
利に基づいて建築物の敷
地として使用する場合に
おいて、その全部を１つ
の敷地として使用する場
合を除く。

　建築物の外壁、又は、
これに代わる柱、若しく
は高さが地盤面より2.0m
を超える塀等の面から、
敷地境界線までの距離は
1.0m以上とする。ただ
し、次の各号に掲げるも
のは、この限りでない。
①門
②外壁又はこれに代わる
柱の中心線の長さの合計
が、4.0m以下で、かつ、
壁面等の後退距離が0.5m
以上である建築物の部分
③付属建築物のうち、車
庫、物置の高さが地盤面
より2.3m以下の部分

　屋外広告物等は、次に
掲げる要件を満たすもの
以外は設置してはならな
い。ただし､市長が必要
と認めるものはこの限り
でない｡
①設置場所で営む自己の
業務用のもの。
②敷地境界線より後退し
て設置するもの。

　道路に面して設置する
かき、さく又は塀の形状
及び材料は、次の各号に
掲げるものとする。
①生垣
②透視可能なフェンスと
植栽を組み合わせたも
の。
③地盤面より高さ1.2m以
内の構造物

　敷地境界線から、0.5m
未満の位置に設置するか
き、さく又は塀の高さ
は、地盤面より1.6m以下
とする。ただし、生垣は
除く。

　敷地境界線から、0.5m
未満の位置に設置するか
き、さく又は塀の高さ
は、地盤面より1.6m以下
とする。ただし、生垣は
除く。

　敷地境界線から、0.5m
未満の位置に設置するか
き、さく又は塀の高さ
は、地盤面より1.6m以下
とする。ただし、生垣は
除く。

　　　　１２０㎡
　ただし、現に建築物の
敷地として使用されてい
る土地で当該規定に適合
しないもの、又は、現に
存する所有権その他の権
利に基づいて建築物の敷
地として使用する場合に
おいて、その全部を１つ
の敷地として使用する場
合を除く。

　建築物の外壁、又は、
これに代わる柱、若しく
は高さが地盤面より2.0m
を超える塀等の面から、
敷地境界線までの距離は
0.5m以上とする。ただ
し、次の各号に掲げるも
のは、この限りでない。
①門
②付属建築物のうち、車
庫、物置の高さが地盤面
より2.3m以下の部分

　建築物の外壁、又は、
これに代わる柱、若しく
は高さが地盤面より2.0m
を超える塀等の面から、
敷地境界線までの距離は
0.5m以上とする。ただ
し、次の各号に掲げるも
のは、この限りでない。
①門
②付属建築物のうち、車
庫、物置の高さが地盤面
より2.3m以下の部分


